
個人住民税の現年課税化について

資料１



今年度の検討会における検討の視点

○ 現年課税化による企業や市町村における負担軽減に向けて、本年度は、以下のテーマについて、

議論を行うこととしてはどうか。（なお、引き続き、納税者における切替時の税負担の課題があることに留意が

必要。）

＜企業における年末調整事務の負担＞

・ 所得税の年末調整事務については、令和２年分以降、電子化が開始される予定となっており、こうした取

組を参考に、企業における年末調整に係る負担軽減が考えられないか。

＜企業における住所地団体の把握、源泉徴収税額の納付＞

・ 企業における源泉徴収税額の納付事務については、現在、給与所得に係る特別徴収で利用されている

地方税共通納税システムの活用が考えられるが、納付先となる各従業員の１月１日現在の住所地団体の

把握などの課題について、どう考えるか。

＜市町村における還付・追徴事務の負担＞

・ 先の通常国会において、マイナンバーと個人の銀行口座の紐付けについて議員立法が提出されるなど

議論が行われており、仮に、そうしたことが実現することとなれば、市町村における還付事務の負担は軽

減されるのではないか。

＜課税データを活用している各種制度への影響＞

・ 市町村における課税情報の名寄せによって得られている個人住民税の課税データは、現在、様々な制

度において活用されているが、現年課税化がこうした課税データに与える影響についてどう考えるか。
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企業における年末調整事務

2



年末調整手続の電子化

現在

国税庁HPより抜粋
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国税庁HPより抜粋
電子化後

（令和２年10月以降）
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年末調整手続の電子化のメリット

国税庁HPより抜粋
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マイナンバーと個人の銀行口座の紐付け
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第３回マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ（令和２年９月25 日）配布資料より抜粋
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課税データを活用している各種制度への影響
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所得税・個人住民税における所得把握への影響
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所得証明・情報連携

12月 1月 3月 4～5月 5月

給与収入５００万円超
の者の情報

【2,200万枚 ※1】

（例）原稿料・講演料等の収入５万円超の者の情報など
【報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書：2,000万枚 ※2】

1月1日現在の全給与
所得者の情報

【給与収入のある者の
うち納税義務者数：

5,100万人 ※4】
【所得割の納税義務者数：5,900万人 ※4】

【確定申告者：2,200万人 ※1
うち給与所得者：1,000万人 ※3】

【所得税の納税義務者：5,500万人 ※4】

※1 国税庁レポート2020
※2 国税庁レポート2014
※3 国税庁統計年報
※4 令和元年度課税状況調査

予定納税

○ 市町村の税務当局が賦課決定するに当たり、全納税義務者について名寄せ・突合することにより確定された所
得情報は、個人住民税の賦課徴収だけでなく、様々な社会保障分野で利用されている。

○ こうした所得把握は引き続き必要であると考えられるが、個人住民税を現年課税化する場合に、賦課課税方式
から申告納税方式に変更することも考えられる中で、こうした所得把握に影響が生じないか。
※ 賦課課税方式を維持して現年課税化する場合、市町村において以下のような所得確定作業に加え、追徴・還付事務が生じることとなる。
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○ 市町村の税務部局は、納税義務者全員について様々な資料や独自調査等による情報を名寄せして所得等
の状況を把握している。

市町村の税務部局

○法定調書等の各種課税資料の
調査による情報

○給与支払報告書未提出事業所
の調査による情報

○申告書未提出者の調査によ
る情報

○所得控除に係る調査による情
報

調 査

名

寄

せ
・
突

合
・
調

査

調 査

調 査

調 査

提 出

提 出

提 出

税務署から入手

国税庁から電子データで送信される法
定調書以外のものに係る調査など

未提出事業所に対する聴き取り・
実地調査など

申告書未提出者に対する聴き取り・
実地調査など

扶養控除・配偶者控除等の対象要件
の調査など

給与支払報告書※１

約5,100万人※２

公的年金等支払報告書※３

約1,300万人※４

確定申告書【写し】
約2,200万人

住民税申告書

【課税資料】 【独自調査等による情報】

・ 扶養親族が控除対象要件を満たしているかなどの情報を確認できる。
・ 市町村と税務署の間で、新たに捕捉した所得情報等については相互に情報交換

※１ 税務署への源泉徴収票の提出を要しないとされている支払金
額500万円以下（一部例外あり）の場合も、市町村には提出。

※２ 給与収入のある者のうち納税義務者の数

※３ 税務署への源泉徴収票の提出を要しないとされている支払
金額60万円以下（一部例外あり）の場合も、市町村には提出。

※４ 公的年金収入のある者のうち納税義務者の数

氏
名
・
住
所
・生
年
月
日
等
に
よ
り

（国税庁から電子データで送信される）

報酬・配当・利子等の法定調書※５ 税務署から入手

※５ 次の５種類の法定調書。①利子等の支払調書、②報酬、料金、契約金
及び賞金の支払調書、③配当、剰余金の分配及び基金利息の支払
調書、④給与所得の源泉徴収票、⑤公的年金等の源泉徴収票

（参考）情報の収集・管理（市町村の税務部局による個人所得課税情報の名寄せ）
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○ 各種手続の際に住民が行政機関等に提出する書類（住民票の写し、課税証明書等）を省略可能とする等のため、異な
る行政機関等の間で情報提供ネットワークシステムを用いた個人情報のやり取り（情報連携）が行われている。

※ 所得情報等の情報提供件数（H29.7.18～R 2.5.7）：2,766万件

分野 提供先 具体的な事務

医療・介護
（健康保険）

全国健康保険協会、
健康保険組合

健康保険法による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務、高額介護合算
療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

医療・介護
（国民健康保険）

市町村長、
国民健康保険組合

国民健康保険法による一部負担金の算定に関する事務、高額療養費の支給の申請に係る事実につい
ての審査に関する事務

福祉
（児童福祉）

市町村長
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費の支給の申請
に係る事実についての審査に関する事務

福祉
（児童扶養手当）

都道府県知事等
児童扶養手当法による児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査
に関する事務

福祉
（児童手当）

市町村長
児童手当法による児童手当又は特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実に
ついての審査に関する事務

福祉
（介護保険）

市町村長 介護保険法による高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

労働等
（職業訓練）

厚生労働大臣
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律による職業訓練受講給付金の支給の
申請に係る事実についての審査に関する事務

所得情報等の地方税関係情報を提供する具体例

（参考）マイナンバー制度における「情報連携」による所得情報等の提供
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○ 社会保障制度等には収入等に応じて負担や給付水準が変化するものがあり、その判断基準として、個人住民税
又は所得税の総所得金額等の所得情報を用いているものがある。

所得情報等を活用している社会保障制度等 未定稿

　関連制度　　(予)＝予算事業 住民税 所得税 　関連制度　　(予)＝予算事業 住民税 所得税

　児童手当（受給資格に係る所得制限） ○ 　私立中学校等修学支援実証事業（受給資格に係る所得制限）(予) ○

　母子家庭等自立支援給付金（受給資格に係る所得制限） ○ 　私立幼稚園就園奨励費補助（給付額）(予) ○

　児童扶養手当（手当額に係る所得制限） ○ 　高校生等奨学給付金（受給資格に係る所得制限）(予) ○

　特別児童扶養手当等（支給に係る所得制限） ○ 　専門学校生への経済的支援（受給資格に係る所得制限）(予) ○

　ひとり親家庭等日常生活支援事業（自己負担額） ○ 　給付型奨学金（令和元年度以前採用者）（受給資格に係る所得制限） ○

  各種医療保険制度（高額療養費等に係る自己負担限度額） ○ 　児童入所施設措置費等国庫負担金（自己負担額） ○ ○

　指定難病等の医療費助成等（医療費等に係る自己負担限度額） ○ ○ 　未熟児養育医療費等国庫負担金（自己負担額） ○ ○

  介護保険（保険料・自己負担額・自己負担割合） ○ ○ 　養護老人ホームの入所措置費用（扶養義務者の負担額） ○ ○

　国民年金（保険料・支給に係る所得制限） ○ 　養護老人ホームの入所要件（入所要件の判定） ○

　障害者自立支援制度（障害福祉サービス等に係る自己負担限度額） ○ 　社会福祉法人等による利用者負担軽減制度（負担軽減の要件） ○

　特別支援教育就学奨励費（自己負担額） ○

　私立大学等経常費補助（自己負担額） ○

　公営住宅等（入居者資格・家賃の減額に係る所得制限等） ○ 　拉致被害者等給付金（支給期限の延長要件） ○

　住宅確保要配慮者専用賃貸住宅（家賃の減額に係る所得制限等） ○ 　日本放送協会放送受信料（免除要件） ○

○ 　生活困窮者自立支援（受給資格等に係る所得制限） ○

○ 　特許料金等の減免措置（減免の要件） ○ ○

○ 　感染症患者への医療費給付等（自己負担額） ○

○ 　原爆被爆者の訪問介護利用料助成（受給資格に係る所得制限）(予) ○

○ 　就職促進手当（受給資格に係る所得制限） ○

　子ども・子育て支援制度（保育料） ○ 　中高齢失業者等求職手帳（受給資格に係る所得制限） ○

○ 　老齢年金生活者支援給付金（受給資格に係る所得制限） ○

　感染症法に基づく勧告又は措置による入院医療費（自己負担額） ○ 　若年定年退職者給付金（給付額） ○

　精神障害者の措置入院に係る入院医療費（自己負担額） ○ 　義務教育段階の就学援助制度（受給資格に係る所得制限） ○ ○

○ 　給付型奨学金（令和２年度以降採用者）（受給資格に係る所得制限） ○

　高等学校等修学支援事業費補助金（受給資格に係る所得制限）(予) ○ 　貸与型奨学金（所得連動返還方式）（奨学金返還に係る割賦月額の算出） ○

　独立行政法人自動車事故対策機構による生活資金の貸付け
（貸付け対象者の範囲）

　国民健康保険（所得割算定・均等割軽減・自己負担割合）

　恩給（支給額）

　後期高齢者医療制度（所得割算定・均等割軽減・自己負担割合）

　肝炎医療費（医療費及び定期検査費用に係る自己負担限度額）(予)

　高等学校等就学支援金制度（受給資格に係る所得制限）

○ ○

　国会議員互助年金（支給額）

　すまい給付金（給付額）(予)
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